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建築協定による自主規制と都市計画制限との関連性に関する研究

A Study ofRelationship between 

the Regulation ofBuilding Agreement and City Planning Control 

深井俊英*， 小池則満**， 乗京和生***， 本多弘司****

Toshilude Fl疋AI，Norimitsu KOIKE， Kazuo NORIKYO， K，句iHONDA

Abstract The building agreement is excellent system to constmction of desirable district by 

inhabitantラsself-control mles. However， there i号泣leineffective case by building 

constmction， in spite of existence the self聞 controlmles. In consideration of such cases， 

we compare wi由 thelocal rules and社lecity pla旧国19control， especially concemed 

wi出世lerelationship between local rules and legal controls at由eheight of building. 

As the result， it becomes clear吐latthe relationship between the regulation of building 

agreement and city planning control must be kept in close contact. 

1. はじめに

建築協定は周知のとおり、地権者全員の合意により定

めた、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又

は建築設備に関する協定を、特定行政庁が認可する制度

である(建築基準法第 69条)。建築協定の法的位置づけ

のために、都市における空間制御の手法を分類すると1)、

①都市計画により用途地域を定めて、都市全体のレベル

で土地利用規制を行う。②地区計画 e 地区整備計画・特

定街区等により、街区や地区レベルで、土地利用と建築

物の用途@形態等を規制する。③単体又は集団としての

建築物について、建築基準法・条例等の規程にもとづい

て規制する。④地権者間で土地利用、建築物の用途 a 形

態、日常生活における迷惑行為の防止等について、契約

又は申し合わせを行し、自主的に規制する、とし、う段階的

システムとなっている。この中で建築協定は、建築基準

法による認可としづ行政行為を経ているため、単なる契

約や任意協定よりも法律上の効力が強くなっている。し

かし建築協定による規制の効力の及ぶ範囲は、協定の同

意者に限られているため、協定に同意した地権者と同意

しなかった地権者との間で、規制の効力を巡って対立が

生じる事例もみられる。
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このため本研究においては、建築協定による自主規制

と、都市計画制限との関連性について分析を行うととも

に、ケーススタディを通じて、建築協定の有効性を高め

るために必要な課題について考察することを目的として

研究を進める。

2 従来の研究と本研究の覗点

建築協定の創設は、昭和 25年 (1950年)建築基準法

制定と同時であるが、制度の創設以前から、諸外国も含

めて、居住者による任意協定や、分譲宅地における宅地

購入者に対する条件が継承されて、良好な居住環境が維

持されている例もみられる 2)。建築協定に関する従来の

研究は多数あるが、①ケーススタディによる実態調査や

現状分析 3)4) 5)、②居住者に対するアンケートによる効

果の評価 6)7) 8)、③協定の内容に関する詳細な比較分析 9)

10) 11) 12)、④建築協定の法的性格と問題点の抽出 13)14)、

⑤地区計画との比較分析 15)、等が主要なものとなってい

る。しかし、建築協定が認可されている区域における都

市計画制限の基準と、協定に規定されている規制の内容

との関連性について分析・考察した研究は少ないように

見受けられる。

都市計画制限は、都市全体の視点から、最低限必要な

義務的事項について一般的基準を定めたものであり、地

区計画は、それを地区レベルでL具体化するための詳細計

画であるが、建築協定はさらに限定された範囲での、居

住者の個別的要望を具体的に表現したものと見ることが
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できる。このため建築協定で定められる建築物の用途・

形態等に関する規制は、都市計画による一般的基準より

も厳格で詳細なものになる場合がある。このような区域

においては、土地の売却や高度利用の意向がある地権者

は、協定に同意しないケースが生じる。また、マンショ

ンの建築等に際して、協定による個別的規制と都市計画

制限との不一致が、地権者間の意見の対立を招くことと

なる。

このような状況に対応するために、本研究においては、

モデ、ル的に選定した都市の建築協定区域の建築物の高さ

制限に関する規制値と、都市計画による高度制限とを比

較することにより、相互の関連性について分析。考察す

ることとする。更に、協定に参加しなかった地権者の土

地(隣接地等)が混在している場合の問題点について、

ケーススタデ、ィにより考察する。

3. 研翼手11顕と手法

本研究では、まず都市計画の地域地区制度(用途地

域).地区計画および建築協定について、法的性格や特徴

等を比較・整理する。次に研究対象を、愛知県内の各市

町とし、建築協定・地区計画の市町村別箇所数を調査す

ることにより、市町別の特性を総括的に把握する O 以上

のデータから、名古屋市と豊田市をモデ、ル的に選定して、

都市計画の用途地域及び高度地区と建築協定との関連性

について分析 e 考察することとする。また、建築協定区

域隣接地を含む協定区域における、マンション建設事例

についてケーススタディを行い、今後建築協定による制

限の有効性を高めるための課題について考察する。

4.分析結果と考察

4・1 建築協定義び地区計画の策定状j見

表-1は、都市計画の地域地区制度と、地区計画・地

区整備計画及び建築協定の根拠・目的・効果等を、一般

的に比較したものである。表-1からわかるように、都

市計画の地域地区制度は、都市計画法や建築基準法にも

とづき、公権力による用途制限。形態制限等の都市計画

表 1 各制度の名称と根拠法令

制度の名称 目的と効果 根拠法令

都市計画
都市計画区域全体の 都市計画法園

用途制限圃形態制限等 建築基準法

地区計画 地区計画(地区整備計画)区域内
都市計画法幽

(地区整備計画) の用途制限・形態制限等
建築基準法 R

条例

建築協定
地権者が協定で合意した 建築基準法

一定の用途規制圃形態規制l等 (条例必要) I 

制限を行う制度であり、地区計画。地区整備計画は、地

区単位に各地区の特性に応じた計画的な市街地形成を図

るための都市詳細計画である。これに対して建築協定は、

建築基準法にもとづいて土地の権利者(借地権者も含む)

全員が合意した協定を、特定行政庁が認可する制度であ

る。協定の内容は、一般的に建築物の用途・形態・意匠

等を規制するものが多くなっているが、協定に同意しな

い地権者には効力が及ばないため、いわゆる「穴あき」

状態が生じることとなる。

表-2は、愛知県内の市町別に建築協定 e 地区計画箇

所数を示したものである。表 2によって、建築協定と

地区計画の市町別策定状況を比較すると、①建築協定と

地区計画の両方を設定している市町(19市町)、②地区

計画のみで建築協定がない市町 (25市町)、③建築協定

のみで地区計画のない市町 (7市町)、の 3つに区分され

る。建築協定が多い都市は名古屋市 (33地区)と小牧市

(26地区)、地区計画が多い都市は名古屋市 (28地区)

と豊田市 (20地区)となっている。こうした策定状況と

なっている理由については、今後、更に詳細な分析が必

要と考えられるが、都市計画制限と地区計画及び建築協

定の組み合わせ方法に、各市町の特性が表現されている

ように見受けられる。

表-2 愛知県内の市町別建築協定。地区計画箇所数

¥ 市町名
建築 地区1'¥ 市町名

建築 地区
協定 計画 協定 計画

名古屋市 33 28 27 安城市 2 
2 豊搭市 3 7 28 刈谷市

3 豊田市 6 20 29 東海市 5 
4 岡崎市 2 7 30 稲沢市 6 
5 春日井市 6 6 31 江南市 9 
自 小牧市 26 5 32 知多市 4 
7 瀬戸市 3 3 33 蒲郡市

8 豊川市 3 34 尾張旭市 6 
9 半国市 2 3 35 知立市 2 
10 大府市 7 36 岩倉市

11 犬山市 5 37 東浦町 6 
12 日進市 3 2 38 長久手町 2 
13 豊明市 2 39 高浜市

14 一好町 4 40 新城市

15 武豊町 41 幸田町

16 東郷町 2 42 佐織町

17 田原町 3 43 七宝町

18 西春町 3 44 南知多町

19 美浜町 2 45 吉良町

20 西尾市 46 清洲町

21 常滑市 47 新川町

22 問久比町 2 48 西枇杷島町

23 祖父江町 49 御津町

24 渥美町 50 平和町 3 
25 藤岡町 4 51 幡豆町

26 音羽町 2 (2002年9月現在)

(人口規模11慎)
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以下では、既成市街地における建築協定の問題点を考

察する目的で、名古屋市と豊田市を対象として分析を進

める。

表-3は、名古屋市と豊田市について、建築協定の策

定箇所数・面積を、市街化の時期等によって既成市街地

と新市街地に区分して示したものである。表 4は、都

市計画の用途地域及び高度地区との関連性をみるために、

用途地域別に建築協定の認可区域を整理したものである。

表一3によれば、名古屋市の建築協定区域については既

成市街地が新市街地よりも多くなっており、平均面積は

おおむね同ーとなっている。一方、豊田市の場合は、既

成市街地、新市街地とも同数となっている。

建築協定と用途地域との関係(名古屋市)図-1

凋
勧
可

援
本

~ 
既成市街地 新市街地

箇所数 合計面積 箇所数 合計面積
(ha) (ha) 

名古車市 20 
44.5 

13 
32.2 

(2.2) (2.5) 

豊田市 3 
3.1 

3 
11.1 

(1.0) (3.7) 

建築協定の現況(名古屋市・豊田市)表 3

2 

注()肉は、ーヵ所当たりの平均面積

建築協定と用途地域との関係

(名古屋市。豊田市)

表 4

建築協定による高さ規制と

都市計画の高度制隈との関連

前述のように、建築協定は居住環境の維持保全を目的

とする場合が多いため、協定の内容には建築物の高さに

ついて規制を設けることが多くなっている。このため以

下では、建築協定による高さの規制値と、都市計画によ

る高度制限との関連性について、更に分析・考察を進め
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名古屋市 33 14.6 12 4 4 I 14 12 2 2 4 5 。

豊闇市 6 23.8 。。4 。 。。。 。
4・3

る。

都市計画の高度制隈には、以下の 3種類の方法がある。

(1)一般的地域の制限(用途地域による絶対高さ制限)

①第 l種低層住居専用地域又は第 2種低層住居専用地

域について、 10mまたは 12mのうちいずれかを都市

計画で定める。

4圃 2 建築協定と都市計画の用途地域との関連

建築協定と都市計画の用途地域及び高度地区との関連

を整理した表-4を図示したものが図-1、図 2である。

この図からも知られるように、名古屋市の建築協定区域

は、第 1種低層住居専用地域以外に、第 l種又は第2種

住居地域や商業系の用途地域に渡っている。一方、豊田

市の場合は箇所数が少ないため比較が困難で、あるが、第

1種又は第 2種低層住居専用地域には建築協定区域が無

く、第 1種中高層住居専用地域が多いことが特徴となっ

ている。

注重橿している区域があるため箇所数は一致しない
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②容積率と建ぺい率、斜線制限等によって、敷地面積

や前面道路との位置関係による相対的な高さの限度

が設定される。

(2) 高度地区による制限

都市計画において、高度地区を決定することにより制

限する。

名古屋市の場合:10m， 15m， 20m 

豊田市の場合 : 20皿

(3) 地区計画等による制限

地区計画、地区整備計画に規定された高さ制限の内容

に沿った条例を制定して制限する。
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図-3 市街化区域面積に占める

高度地区(最高限度)面積の比率

愛知県内各都市における都市計画による高度地区の決

定状況を図 3に示す。図←3によれば、高度地区の面積

の市街化区域面積に対する割合は、各都市で相当に異な

っていることが知られる。

住民発意型の建築協定は、居住環境の維持保全を目的

とする場合、一般的な基準を定めた都市計画による高度

制限より、建築物の高さを厳しく規制する場合が多くな

る傾向があるが、実際に両者がどのような関係になって

いるか比較するために、名古屋市における都市計画によ

る高度制限と建築協定の規制との関連を示したものが表

-5で、自主規制と都市計画制限との相互関係によって

整理したものが表←6である。表 6によれば、名古屋市

の建築協定認可区域の約 70%の区域で建築物の高さの

自主規制が行われているが、約 30%の区域では都市計画

による高度地区が設けられておらず、建築協定のみで高

さが規制されている。また高度地区による高度制限より

も厳しい高さ規制の建築協定区域は約 12%となってい

る。このような区域においては、建築協定による厳しい

高さ規制を定める際の居住者の合意形成プロセスや、規

制の効力を維持するための市民の活動が重要な課題とな

るものと考えられる。

表 5 建築協定と都市計画の地域地区

との関連性(名古屋市)

軍第 覇軍 高
区分 協 度種種穫種 中中 軍軍 近 定 地

低低 高高 準準 高隣 に 区
面積

層層
層庖

種種 住工 業高 よ に

(ha) 
f主f主f主f主f主住 居業 地輩 る よ
居居 居居 居居 地地 域地 高 る

専専 地地 域域 さ 高
用用

等専 峨域 域
規 度

用用建築協定区域名 地地 地地 制 WI 
域域 域協 11( 

桜が丘車{主宅地区 1.0 。 。 10m 10m 

富士見台3丁目御影町2丁目 07 。 11m 10m 

見附第町内 2.1 。 。 。 。※12(20)m 15m 

高峯町住宅地区 1.8 。 。 3階 10m 

なかのヲウンハウス 04 。 ~、、 20m 

小幅稲荷前団地 08 。 10m.2階 10m 

空ウン黒石 1.8 。 、、、、 10m 

みどり丘萩丘 39 。 。 。 15m5暗 10m 

みどりヶ丘岡地域 5.8 。。 。 10m 10m 

極革3丁目地区 1.8 。 。 10m 10m 

橿華大針地区 13 。 。 15m，5階 10m 

高社1丁目北地区 1.5 10 。 、- 20m 

南明町3丁目 09 。。。 12m3~皆 20m 

長池町5丁目地区 07 。 。』、- 20m 

大屋敷地底 4.1 。 。 10m.3暗 20m 

鳴海町南荘 55 。。 。 10m 10m 

臨里町西部 14 。 。 12mA~富 20m 

松竹町・稲舟通1T目 21 。 。。 12m 、¥
千代田橋学区 152 。。。。 。~、.、 、¥
穂浪町 20 。 12m 、¥
徳川11T目前ノ町地区 12 。 6'昔 、¥
味錦草地区 7.2 。 13m 、¥
米野地区 0.2 。 、、、、 、¥
丸屋町4丁目 1.3 。 12m.4暗 、¥
右田町1丁目 1.3 。 12m.4暗 ............ 
石田町南部町内全地区 09 。 12mA階 、¥
内方町 0.5 。 12mA階 ........... 
車井の冗町 2.5 。。 lSm，5階 、¥
小井堀町地域 2.0 。。 ¥、、 ............ 
大曹担街づくり 1.6 。 --、¥
名駅4丁目愛知県中小企業

07 。 I~ ¥ センター‘中程ゼjレ地区
アパア千代田 07 。 、、、、 、¥
ク口フガデン野並南 1.9 。 10m，2~.昔 、¥

※草1種住居地域近隣商業地域は20m

表-6 建築協定と都市計画(高度地区)

との関連(名古屋市)

比較項国 箇所数 % 

建築協定I、より高度規制をしている地区 23 70 
高度地区により高度制限をしている地区 17 5.2 
建築協定と高度地区による規制をしている地区 12 36 

建築協定による高度規制のみの地区
10 30 (低層住居専用地域を除()

高度地区による高度制限より厳しい規制をしている
4 12 建築協定の地区

高度地区による高度制限より緩い規制をしている 3 9 建築協定の地区

高度地区による高度制限と閉じ規制をしている
5 15 建築協定の地区(低層住居専用地域を含む)

注汚もは名古屋市の建築協定の総策定数(33箇所)に対する割合

5 ケーススタディ 14)

以下では、豊田市 S町の建築協定区域(隣接地を含む)

におけるマンション建築事例についてケーススタディを

行う。建築協定区域の都市計画及び建築協定の内容と、

マンション建築の経緯を以下に述べる。

①建築協定区域の概要:

面積2.1ha，地権者数60名，平成 8年 10月認可
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②建築協定による建築物の規制:

i )建築物は一戸建ての住居専用又は併用住宅とする

証)階数は地階を除き 3階以下とする

iii)最高高さは地盤面から 10m以下とする

お)外壁後退距離は東 e 西@南側 1m以上，

北側1.5m以上とする

③都市計画による制限:

[用途地域]第 l種中高層住居専用地域・住居地域

[容積率]200%， [建ぺい率]60% 

④マンション建築計画提示:

平成 11年 5月。敷地面積2，082 rrf 

⑤マンション計画規模:14階.45戸・高さ 46m

⑥地権者側の意見:本区域は建築基準法第 70条 2項によ

る建築協定区域隣接地であるので、協定内容を尊重す

べきであるし、周囲が現在低層住宅であることから建

築計画に反対する。

⑦マンション計画者の主張:隣接地には協定の効力は及

ばず、都市計画による制限等には何ら違反していない

ので、計画は適法である。

③交渉による規模縮小:

第 1図案 [12階・ 40戸・高さ 36m]

最終案 [10階。 36戸 c 高さ 31m'容積率 161%] 

⑨その後の経過:地権者側で、は協定内容に則した当初の

要求を下げ、 7階。 24戸とするよう主張し、裁判で審

尋が行われたが受け入れられず、平成 12年 10月建築

確認を申請し受理された。夢日生、建築工事が竣功し、

入居中である。

なお、ケーススタデ、イの対象地区では、本マンション

建築事例以外にも、 2件のマンション建築計画があった

が、中止となっている。うち l件は建築協定区域隣接地

内、他の 1件は建築基準法上の隣接地ではないが、実際

には隣接している土地である。

以上の事例から知られるとおり、①建築協定による建

築物の用途。形態の規制が、都市計画による制限より厳

しい場合に、協定区域内の地権者と隣接地等の地権者と

の意見の対立が生じる。②建築協定区域隣接地には協定

の効力が及ばないため、隣接地における協定の目的ー内

容に沿わない土地利用や建築行為を、協定によって規制

することは現状では不可能である。

以上から、今後建築協定の有効性を確保するためには、

建築協定と都市計画や地区計画による制限との関連性を

高めるとともに、建築協定区域における開発行為や建築

行為に当たって、計画者と住民の合意形成システムを確

立する必要があると考えられる。さらに、建築協定区域

隣接地における協定の適用(準用も含む)を可能にする

ことについても、検討することが望ましいと考えられる。

6圃まとめ

以上、限られた事例ではあるが、本研究から以下のこ

とが認められた。

①住居系の用途地域における建築協定区域の大部分で、

建築物の高さの自主規制が行われているが、第 1種低

層住居専用地域以外では、都市計画の高度制限との関

連性は低いことが知られた。

②建築協定の自主規制のみで、都市計画の高度制限のな

い区域、及び都市計画の制限よりも厳しく規制してい

る建築協定区域においては、協定による規制(ノレール)

に関して問題が生じるおそれがある。

③建築協定区域に協定を適用できない土地(建築協定区

域隣接地等)が混在していることが、協定の有効性確

保の障害となっている。

今後建築協定による規制の有効性を高めるためには、

地区計画や高度地区の決定、条例の制定等を市民参加に

より積極的に行うとともに、まちづくりに関する市民の

要望が計画に取り入れられていくことによって、建築協

定と都市計画との相互の関連性を高めることが課題と考

えられる。

1 今後の研究課題

①建築協定による自主的規制と、都市計画による法的制

限との関連性を高めるための計画手法の研究。

②建築協定区域内に、協定に加わらない地権者の土地(建

築協定区域隣接地を含む)が混在していることによる

問題を防止するための合意形成手法に関する研究。
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